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            様 

 

この度は【 彫紙アート スキル認定講座 】にお申込いただき誠にありがとうございます。 

 

下記、［ お申込講座 ］と【 インストラクターとして活動する際の同意事項 】をご確認の上、 

［合計金額］を下記口座にお振込みください。お振込みいただきましたら正式にお申込受理となります。 

 

［ お申込講座 ］ □ 認定講座 2 級   □ 認定講座１級   □ ﾍﾞｰｼｯｸｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ認定講座 

 □ 3 講座一括（認定講座 2 級・1 級・ﾍﾞｰｼｯｸｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）   □ 上級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ講座  

［ 受講料 ］       ［ 教材費 ］       ［ 合計金額 ］         

（ ※返金保証の適用対象期間：初回クラスから 6 ヵ月 ） 
 
［ 振込口座 ］  金融機関名（        ）支店名（       ） 種別（  ） 

口座名義（          ）口座番号（             ）                                                                        

［ お支払い期日 ］お振込は本書受け取り日より 1 週間後の  月  日までにお願いいたします。 
 
［ 備考 ］ 
 

ご不明な点はお気軽にお問合せください。講師連絡先：tel            mail                
    

    

【 インストラクターとして活動する際の同意事項 】 
 

認定を取得したインストラクターが開講する際には、どなたでも質の高い教室活動を実現していただけるよう、カリ

キュラムが設けられております。 

・ 認定講座のご受講は 16 歳以上となっており、インストラクターとしての活動は 20 歳以上からとなっております。 
 

・ 彫紙アート、また、認定を取得したインストラクターの価値を守る為、日本彫紙アート協会ではインストラクター規

約が設けられております。インストラクター認定を取得した後、実際に彫紙アートインストラクターとして活動する

際には日本彫紙アート協会の規約を遵守していただきます。 
 
・ 日本彫紙アート協会や、他のインストラクター、に対して迷惑・損失となるような行いをしたと判断された際は、認

定取消となる事があります。 
 
・ 本認定は、彫紙アートを指導する為に必要なスキルがある事を認定するもので、彫紙アートインストラクターとして

の職を約束するものではありません。認定インストラクターが実際に教室を開き、指導する際には、認定取得者は日

本彫紙アート協会と提携する独立した事業主となります。 
 
・ 『 彫紙アート 』は、商標権によって守られており、指導が許可されるのは、日本彫紙アート協会と提携した認定イ

ンストラクターのみとなります。 
日本彫紙アート協会は、彫紙アートにおいての技術認定、および、商標使用権利を授与できる唯一の団体です。 
 

・ インストラクター認定取得者には、協会の定めるカリキュラム・規約の範囲内で活動が認められます。 
ベーシックインストラクターは下記の３講座のみを開講する事ができます。 

 
[ 彫紙アートスキル認定講座 2 級 ] 
[ 彫紙アートスキル認定講座 1 級 ] 
[ 彫紙アートベーシックインストラクター認定講座 ] 

 
上級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰは上記３講座に加え [ 一般ｸﾗｽ ] [ 上級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ認定講座 ]を開講する事ができます。 

 
・ 認定インストラクターにスムーズな教室活動をしていただけるよう、日本彫紙アート協会がシステムを考案し、ご提

供しておりますので、認定講座・一般クラス開催時は、受け取った受講料の中からカリキュラム使用料（認定講座の

場合は 40％）を日本彫紙アート協会にお支払い頂く形となります。認定講座においては日本彫紙アート協会より教材

が届き、充実したカリキュラムで講座を進める事ができるので、講師は生徒用の道具や教材の準備をする必要がなく、

また、講座内容に迷うことなく質の高い講座を行う事ができます。 
 

・ ご希望のインストラクターには、協会から生徒をご紹介させていただいております。開講されている地域の受講希望

者の数、講師の数、時期的な変化、等様々な要因にもよりますので、生徒の紹介は必ず約束されるものではありませ

ん。ご自身で集客する事が難しい方の為に協会が広告費をかけて生徒を募集しておりますので、協会から生徒を紹介

させていただいた際は、集客費を受講料の中からお支払いいただいております。インストラクター自身で無料、また

は小さい費用で集客する方法も協会からお伝えしております。集客方法については無料でサポートさせていただいて

おります。協会からお伝えした方法でご自身で集客された場合は、もちろん協会に集客費をお支払いいただく必要は

ありません。 
 
・ 認定取得後、実際にインストラクターとして活動する際は、教室開講・運営の為の様々なサポートを協会で行ってま

いりますので、プレミアム会員（年会費 3,360 円 税込）となっていただきます。 
 

上記は、彫紙アートインストラクター、ならびに受講者を守り、みなさんに安心して彫紙アートを学んでいただく為の

同意事項となっておりますので必ずお守りください。                           
（一般社団法人 日本彫紙アート協会） 


